
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

申請方法 

 

対 象 者 

申請期間 

問い合わせ・申請先 
桐生市 保健福祉部 健康長寿課 成人保健係  

〒376-8501 桐生市織姫町１番 1号 

TEL: 0277-44-8247（直通） FAX：0277-45-2940 Ｅメール：kenkochoju2@city.kiryu.lg.jp 

 桐生市では、気候変動による気温上昇が続きエアコンの必要性が高まる中、物価高騰の影響を受けた家

庭の負担軽減を図ることを目的とし、エアコン購入費用の補助を行います。 

令和６年５月７日（火）～令和６年１０月３１日（木） 
 

補助件数 ６00件程度（先着順・予算の範囲内で受付） 

事前に市ホームページで受付中であることを確認してから、 

①②のいずれかの方法で申請してください。 
 

 

①書類提出（郵送） 
記入が済んだ申請書と必要書類を郵送等で提出 
※窓口に来庁される場合は受け取りのみとなります。 
 

 

②電子申請（24時間受付） 
電子申請フォームにて入力・必要書類添付 
※市ホームページからアクセスしてください。 

桐生市に住所があり、市税を滞納していない世帯で、 

申請できる方は世帯主のみ 

エアコン本体購入費 （税抜） の １／４ 

補助上限５０，０００円 （1世帯１回限り） 

 

補助金額 

必要書類 
 エアコン本体の購入に係る領収書の写し 

購入日、販売店、販売店の住所、エアコン本体の購入費 

（税抜）が記載されているもの 
 

 メーカー発行の保証書の写し 
型番、製造番号、製造年月日が記載されているもの 

 

 申請者名義の通帳の写し 
通帳の１ページ目の見開き 
 

 申請者本人の身分証明書の写し 
代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書も必要 

※申請書及び申請手引き等は桐生市ホームページからダウンロードできる他、健康長寿課・各保健センターにもあります。 

※申請の際は、必ず申請手引きまたは桐生市ホームページをご確認の上、申請してください。 

【市ホームページ・電子申請】https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kenko/josei/1023516.html 

 

桐生市エアコン購入支援事業補助金 

市ホームページ・

電子申請フォーム

はこちらから 

令和 6年 4月 1日以降に桐生市内の販売店で購入した新品のエアコンが対象です 

電子申請の場合は、

各書類原本の写真

（画像データ）を添

付してください。 


